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【実施の主体となる校内組織】 

○組織の名称……授業改善委員会 

○構成員…………校長、副校長、主幹（教務主任）、研究主任、各学年・専科１名、少人数担当 

○活動の内容……授業改善プランの作成、評価規準の作成、児童による「自己評価項目」について検討・改善 

○活動の予定……授業改善プランの報告会（２・３学期） 評価規準の作成（３学期） 「自己評価項目」検討（１１月） 

･学校、地域の実態 

･地域の期待や願い 

･保護者の期待や願い 

･期待される児童像 

各教科の指導の重点 

・体験的・問題解決的な学習を重

視し、主体的に学ぶ意欲を育成

する。 

・授業改善プランに従い具体的 

に指導方法を工夫する。 

総合的な学習の時間の指導の重点 

・自ら課題をとらえ、進んで課題 

を解決する力を育成する。 

・人や自然やものとのふれ合いや

かかわり合いを重視した体験活

動を展開する。 

道徳教育の指導の重点 

・深く心に響く授業の工夫。

・体験活動を通して内面に

迫る道徳性の育成。 

・地域、家庭との連携を図

った心の教育の推進。 

特別活動の指導の重点 

・学校行事、児童会活動を

通して集団の一員として

の役割の自覚させ、自主

的な活動から楽しく豊か

な学校生活を築く。 

・学級活動を通して、児童

相互の望ましい人間関係

を育成する。 

本校における｢確かな学力｣ 

○学習指導要領に示された基礎･基本を重視し、次の力を育成する。 

・自ら進んで学ぼうとする力 

・自ら進んで考え、課題を解決する力 

・学んだことを使って、見通しをもって考える力 

・情報を正しく選択し、判断する力 

・友達の考えやよさを見つけ、認め合う力 

・自分の考えを表現する力 

・互いの考えを尊重して、伝え合う力 

・自己の生き方を考える力 

「進路指導」の指導の重点 
・発達段階に応じて、将来を目指して自己の生き方やあり 

方を考えるキャリヤ教育を行い、職業に関する興味・関心 

を高め、望ましい勤労観をはぐくむ。 

・近隣の中学校と生活面・学習面などについて細やかに情報

交換をする。 

「生活指導」の指導の重点 

・教職員間の共通理解、情報の共有化を図る。 
・スクールカウンセラーや関係諸機関と連携し、組織的に

いじめ・不登校の予防と早期発見、特別支援を必要とす

る児童等の諸問題の解決にあたる。 

指導内容・指導方法の

工夫 

・少人数担当者を中心

に、指導計画、評価カ

ード等を工夫する。 

・TT、TAの効果的な

活用を図り、個に応じ

た指導を行う。 

・国語、算数の「基礎 

基本の学年別一覧表」

を作成し、基礎・基本

の定着を図る 

・５・６年生で一部教

科担任の効果的な導入

をする。 

教育課程編成上の工夫 

 

・朝読書を実施するこ

とで、言語能力・読解

力など学習の土台とな

る言語感覚と継続する

力を育成する。 

・各学年、教科ごとの

評価規準を作成し指導

と評価の一体化を図

る。 

・夏休み学習教室を８

日間実施し基礎・基本

の定着を図る指導を行

う。 

校内における研究や研

修の工夫 

・校内研究の中に授業

改善の視点を計画的・

継続的に位置付ける。

・授業参観の共通の視

点を定め、具体的な記

録に基づいて授業を検

証する。 

・相互に磨き合う姿勢

で研究協議会に臨む。

評価活動の工夫 

・評価規準の作成と活

用を通して指導と評価

の一体化を図る。 

・児童による授業評

価・自己評価である「振

り返りシート」を作

成・実施し、結果を授

業改善に向けて積極的

に活用する。 

・週案簿に評価規準を

記載し、学習を区切り

とした評価を次の時間

に生かす。       

家庭や地域社会との連

携の工夫 

・確かな学力の向上を図

るために、家庭学習の習

慣化を図り、計画的に課

題を課す。 

・家庭との連携・協力を

図ることにより、児童の

主体的に学習しようと

する意欲を高める。 

・授業改善推進プランを

示すとともに、成果と課

題について説明する。 

・外部評価を実施し、授

業改善に役立てる。 

本校の授業改善に向けた視点 

教育の基本 

憲法 

教育基本法 

学校教育法 

東京都教育目標 

狛江市教育目標 

学校教育目標 

○明るい子 

○考える子 

○強い子 

学校経営方針 確かな学力の定着を目指し、授業改善を具体的に進める 

・「授業が変われば子どもが変わる」子どもの学ぶ意欲を高める授業の工夫。  

・知的好奇心を引き出し、問題解決の力を高める授業の工夫。 

・目標を明確にした毎時間の授業、計画的な教材準備と作品等の評価の工夫。 

・少人数指導など、子どもたちの個々の学びに応じたきめ細かな指導の工夫。 


